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― 地域に根ざした「ローカル」スポーツ化の実践 ―
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― A case study of localizing sport based on community living strategy ―
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Abstract：The aim of this paper is to clarify the process of local development through sport that 
led by local initiative in post sport resort development area. The impact of sport for development 
on local community are known as its functional aspect. And it is advocated as a way of regional 
vitalization in many communities. But few studies have focused on local resident’s experiment and 
their subjection. It is not clear how they transform the sport development into their well-suited style.
In this case study, local neighborhood association carried out their own project through the 
administrative measures. They keep their local initiative alive. And make it central to living strategy 
in local community. 
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Ⅰ　はじめに

　今日，日本のスポーツ政策は，東京五輪（2016年の
立候補および2020年の開催決定）を始め，スポーツ立
国戦略やスポーツ基本法，またスポーツ庁の設置など
近年の流れを見ても明らかなように，スポーツには
税金を注ぎ込む「正当性」があるとの前提の上に成り
立っている。さらに「スポーツには公共性がある」と
いうだけではなく，スポーツには公共性があるべきも
のという理念的な恣意性も存在してきた１）。
　2011年に制定されたスポーツ基本法では，スポーツ
は「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な
生活を営む上で不可欠なもの」であり，「全ての国民
が（中略）活動に参加することのできる機会が確保さ
れなければならない」と示されている。こうした制度
的な裏付けを根拠に「スポーツの公共性」は主張され
てきた。また，スポーツの持つ機能や役割への期待を
背景に，こうした機能と制度化の因果は相乗的，循環
的に論じられてきた。すなわち，政策的・制度的なス
ポーツの位置付けが拡大すると同時にスポーツの持つ

機能への期待も拡大し，またその期待を背景にさらな
る制度化が進められてきた。
　スポーツ基本法は「国家戦略として，スポーツに関
する施策を総合的かつ計画的に推進する」ためと制定
理由が示されており，文部科学大臣はスポーツ基本計
画を定める責務があることが示され，また地方公共団
体においては地方スポーツ推進計画を定めるように努
めるよう定められている。そして，実際の地方スポー
ツ推進計画では，多くの地方公共団体で，住民の健康
づくりやスポーツによる地域活性化などを目的とした
施策が積極的に取り上げられている。
　スポーツが健康や人格形成，地域活性化などに資す
ると法律上で定義されてきたことは，実態を検証する
ことなくスポーツの意味を過剰に肥大化させてきたと
もいえよう。
　一方で，一度は計画白紙にまで至った東京オリン
ピックへ向けた国立競技場設計案などに見られるよう
に，「スポーツの公共性」を根拠にした施策といえど
も，莫大な額となる税金投入に対しては「適正」を求
める市民の声が少なからず影響力を有してきた２）。



　しかしながら，こうした問題状況をスポーツの持つ
正負の両面であると理解するだけでは，今日の社会で
スポーツが背負わされている意味合いは捉えきれな
い。
　「スポーツで地域をつくる」といった言説が幅広い
意味で使われてきた背景には，スポーツを振興するこ
とそれ自体を第一命題とするが故にスポーツを無限の
可能性を秘めたマジックワードにしてきたスポーツ振
興論の存在がある。スポーツ競技がプレイされるス
ポーツ実践の場としての競技場の空間と，それを取り
巻く地域社会の空間は物理的に重なり合っているにも
関わらず，その関係を問う議論はスポーツの社会経済
的な「効果」や「機能」の分析に偏ってきた。
　こうした議論の背景には，２つの異なる意味での

「公共性」の概念が存在している。１つはスポーツ振
興のために用いられる「スポーツの公共性」といった
政策文書に書かれるような，あるべき理念としての公
共性であり，もう１つは住民が生活を営む上で実態と
して生活感覚の中に埋め込まれている公共性の概念で
ある。海老島（2007）が指摘したように行政が想定す
る「地域」像と実際のスポーツが行われる「地域」の
実状にはズレが依然として存在する。このズレの問題
を把握するためには，大文字の「公共性」や「地域」
といった概念からではなく，地域の共同性と深く結び
ついた地域社会にとってのスポーツの公共性を彼らの
生活に即して捉える必要がある。
　本論文では，国や地方自治体のスポーツ政策におけ
るスポーツ振興の論理に基づいた公共性と，生活の場
における共同性に裏打ちされた住民生活の中の公共性
の関係，および彼ら地域住民にとってのスポーツの意
味をその日常生活の場から掬い上げることを目的にす
る。
　スポーツを通した地域開発に対する住民の対応の変
遷を辿ることで，共同性を基盤とする生活空間の中に
あるスポーツ開発の論理の変遷を明らかにし，考察し
ていく試みである。

Ⅱ　スポーツによる地域活性化に関する研究

　本節では，スポーツによる地域開発の中で特にス
ポーツによる地域活性化を論じた研究が，活性化の対
象となる地域をどのように捉えてきたのか検討してい
く。
　木田（2007）は，スポーツイベントの「効果」とい
う視点から地域を捉えている。氏はスポーツイベント

の効果には，経済活動を伴うという点での「経済的効
果」と，多様な人々の関係・結び付きをもたらす「社
会的効果」が存在すると述べた上で，地域という対象
をその２つの効果が外部からもたらされるものとして
捉えている。同様に，大規模スポーツイベントの機能
や効果に注目した原田（2002）は，①スポーツ施設や
アクセス道路，公園などの関連施設の整備による社会
資本の蓄積効果，②イベント参加者による宿泊や飲食
物販による消費の誘導効果，③大規模イベントのホス
トとなる都市住民の地域連帯感の向上効果，④イベン
ト開催都市のイメージ向上効果を上げ，その効果がも
たらされる対象として大規模スポーツイベントを引き
受ける都市を描き，都市開発などに対し「触媒」機能
を持つものとしてスポーツの効果を論じている。
　しかし，こうしたスポーツの機能や効果を論じる研
究に対しては問題も指摘されてきた。例えばクロンプ
トン（1999）や渡辺（2007）は，地域にもたらされ
る経済効果に対して，その効果の算出方法に不正確
性，意図的偏向があると指摘しており，具体的に効果
を捉えるための指標が必要だとしている。また海老原

（2003）は，これまでのスポーツイベントは「多くの
人が参集したシーンを地域住民に見せつけることで，
その地域が活性化しているとの幻想を提示している」

（海老原2003：p.207）と批判し，どのような指標が地
域活性化を示すのか，またその指標がどのように変化
したから活性化したと判断するのかという基準の設定
の重要性を指摘している。
　「スポーツ開発」のレビューを行った鈴木（2013）
は，メガイベントによる経済成長がホストとなる国や
都市のすべての市民に利益があるというロジックには
妥当性がないと論じた。その上で，事業に付随して

「誰にとってのどんな開発か，というせめぎあい」（鈴
木2013：p.155）が展開されることは，もはや避け難
いものであるという。いわばスポーツ事業は，自らの
利益を最大化しようという思惑が多数絡み合う現場と
もいえ，その際に扱われる「公共性」という概念は常
に政治的に利用され，変質する危険性をはらんでいる
と言えよう。
　そうした中で堺（2000）は，当事者としてはそれま
で積極的に取り上げられてこなかった住民というス
テークホルダーの目線に焦点化している。結果とし
て住民にとってスポーツイベントは，経済的効果とし
ての「地域振興」をもたらすものではなく，「住民の
郷土意識の高揚」という社会的効果が見られたと分析
し，さらにスポーツイベントに積極的な人と消極的な
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人の間で肯定的／否定的評価の差が非常に大きいこと
を示している。
　これらの批判的な議論からは，スポーツイベントを
切望し，好意的にその効果を期待して積極的に受け入
れる一部のステークホルダーのみを対象に効果を論じ
ることは一面的に過ぎることが示唆され，普遍的な地
域住民の対応に注視しながら「効果」を再考する必要
性が示される。
　地域住民の視点からスポーツと地域活性化の関係を
考察した須田（1992）は，住民の「人間関係のネッ
トワーク」の特徴から地域社会を「モザイク型」（対
立・分裂）と「一枚岩型」（協力・統合）に分類し，
それとスポーツの態様を組み合わせた６つのモデルか
ら，地域社会における地域活性化とスポーツの関係を
分析し，効果の表出は地域社会構造に規定されている
ことを示している。
　これらの研究から，地域活性化の実情を探るには，
①普遍的な地域住民の側から地域活性化を捉えるこ
と，②効果を規定する地域社会構造の内実を捉えるこ
と，この２つの視点が必要となる３）。
　スポーツによる地域活性化を求める主体はどんな
人々なのか，またその効果を測定，認証する主体はど
のようなステークホルダーであるのかが問われる必要
がある。同時に，スポーツ事業を受け入れる地域の主
体性を捉えなおす必要があるだろう。すなわち，外部
からの効果が一方的にもたらされる対象として「地
域」を捉えるのではなく，効果が期待されるスポーツ
イベントを受け入れる能動的な主体として「地域」を
捉えなおすことが必要とされる。
　こうしたスポーツイベントの効果をめぐる議論自体
を批判するのは大沼（2006）である。大沼はスポーツ
イベント開催の効果や成果の主張が「いわば一つの言
説でしかない」（大沼2006：p.35）と述べ，スポーツ
イベントが政治的な道具として都市の成長のために
利用されるという構造の危険性を指摘している。そし
て，スポーツイベントがそのような構造自体を覆い隠
し，隠蔽する機能を有していることも示唆する。
　また小林（2013）は「総合型地域スポーツクラブに
よる地域活性化」という予定調和的かつ理想論的なフ
レーズが政治的便法として用いられた結果，スポーツ
政策と現場の乖離を招いたことを指摘している。
　こうした議論は，現在では都市研究を中心に，災害
などの有事を契機にした資本の都心回帰（再開発）が
地域的な社会階層上昇をもたらし，結果として弱者の
排除へと帰結するジェントリフィケーションとして把

握されてもいる。スポーツ（特にメガスポーツイベン
ト）もまた効率的な都市開発を企図する者にとって
障害となる住民を「スポーツの公共性」の名の下に排
除していく稀有な機会ともなっていることが明らかに
なっている４）。
　ただし，この場合でも住民を一方的に排除されるも
のと位置づけてその構造的問題を描き出すだけでは
なく，その過程の中で住民がどのような抵抗や受容
といった対応を行っているのかを把握する必要があ
る５）。それは，「都市への権利」を主張する社会運動
のように，住民が自ら暮らす具体的な生活空間に対し
て積極的に働きかける実践の意味を問うことに繋がっ
ていく６）。
　また，石坂・松林編（2013）に示されたように，こ
うしたメガスポーツイベントの影響はその規模の大き
さに伴い，影響の持続する年月も膨大となり，特定時
点での評価が時間を経て覆ったり，意味的に変質する
可能性を有している。その時々の段階で評価すること
が求められるのは当然にしても，住民にとっての社会
的な意味合いが短期的に論じきれない限界を持ってい
ることも考慮しなくてはならない。
　本研究は，過疎の農山漁村に大資本と共に展開した
スポーツリゾート開発が地域生活を大きく改変し，そ
れによって地域住民が翻弄されながらも自律的に対応
してきた過程に迫った松村編（1997）の研究に倣いつ
つ，その事例となった地域の一つを調査対象地とし
た。
　こうした先行研究に多くを学びつつも，スポーツリ
ゾート開発およびその衰退から約30年を経過した昨今
の状況の中で，地域住民がどのような論理でかつての
スポーツ開発に向き合い，現在の地域生活の中に位置
づけているのか明らかにする。

Ⅲ　調査および調査地の概要

　本研究では2015年から2018年にかけて断続的に現地
を訪問してのフィールドワーク調査を行った。集落
内の民宿に滞在しながら，各世帯へ非構造的な形で
の聞き取りや集落の行事への参与観察を行い，適宜
フィールドノーツに記録した。また，集落区会の議事
録（1974年度から2014年度分）や生業に関わる統計的
なデータを参照させていただいた。また，村の役場や
図書館などの公共施設において郷土資料，統計資料を
収集した。収集した資料からモノグラフを記述してい
る。
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　本研究では福島県耶麻郡北塩原村早稲沢集落を事例
としている。この集落はかつて木地師の集落として林
業や炭焼きを中心に展開したが，1964年に学生村が開
業し，1972年に民宿が開業するなど，スキーと温泉を
軸に観光産業へ注力していった。現在は民宿との兼業
農家が立ち並ぶ山村集落である。

表１

（国勢調査より作成）

　北塩原村を含む会津地方は，1980年代にスキー場開
発へ大きく舵を切った歴史がある。リゾート法の第１
号指定となった「会津フレッシュリゾート構想」によ
り1986年には猫魔スキー場，1992年にはデコ平（現在
のグランデコ）スキー場，アルツ磐梯スキー場が開業
し，大規模スキー場型リゾート開発の舞台となった。
しかし，90年代半ばをピークにそのブームは去り，現
在ではいずれも赤字を抱え，地域財政の負担ともなっ
ている。
　それでも，高原抑制栽培（大根，白菜，花豆，イチ
ゴ等）による夏場の農業と冬のスキー場関連の仕事に
よって，安定的な経営が図られ，地域生活はスキーリ
ゾートブームが去った現在でも試行錯誤が続いてい
る。当時のリゾート開発と地域の変容に関しては，松
村編（1997）を参照されたい７）。当地は外からの大規
模資本によるスポーツ開発に対応し集落生活の安定化
を目指す試行錯誤を繰り返してきた地域と言える。

図１

 （福島県県勢要覧より作成）

表２

（農林業センサスより作成）

Ⅳ　早稲沢集落（区会）の共同性と政治力

　早稲沢集落には代表的な地域住民組織として区会が
組織されている。区会は基本全戸加入（別荘などの家
を除く）の組織として集落の意思決定を行うとともに
地域共同的な活動の基盤となる生活組織であった。
　参照できた1974年から2014年までの区会議事録を見
ると，早稲沢集落では区会から村行政（役場）に毎年
陳情を行う慣習が存在していることがわかる。集落内
の道路整備や小学校の統廃合などといった地域的課題
の議題に関して，常に村行政に対応を訴えている８）。
区会議事録には毎年の陳情内容が書き込まれ，「村に
強く要請すること」「（事業が）できるまで要請し続け
ること」といった文言で区会の意思が全戸に確認され
てもいる。そして区会から出される陳情は，単なる要
望としてやみくもに出されているわけではなく，実際
に村行政に対し影響力を発揮し，実現する効力を有す
るものとして機能してきた。
　早稲沢集落区会が影響力を持ち得てきた背景には，
村の選挙時に事前相談によって（全12人中）３人の村
議員を安定して集落から輩出してきた政治力が存在す
る９）。村長選においても同様で，定期的に早稲沢集落
から村長が輩出されている。有権者人口割合で言え
ば平野部の地域の方が高い割合を有するにもかかわ
らず，山間の一集落である早稲沢集落が他の集落に比
して相対的に大きな政治力を有してきたのは，「相談」
を基に集落で候補を推薦する集約力が存在してきたか
らである。地域のリーダー層が候補者の支援者として
事前に相談を行うことで，血縁関係の多い集落内の票
は計算可能だったという。
　そうした政治力もあり，早稲沢集落の住民に共有さ
れる生活上の共同性に基づいた集落の決定は，実際に
村議や村長を通じて村政に影響力を及ぼしてきたので
ある。制度的な民主主義の形式をともなって早稲沢集
落は行政施策を活用してきたと言えよう。
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Ⅴ　集落の共同性に組み込まれたスポーツ

　集落区会の議事録の中で毎年陳情される議題には，
道路・水路の敷設や整備，小学校の整備（バックネッ
ト補修）や統廃合への反対など様々な集落の共通関心
事が記されているが，その議題の一つとして，集落の
スキー場の整備が存在した。1974年に造られた西吾妻
スキー場は区会が特殊寄付金を拠出し，建設計画をも
作成して設置を陳情することで実際に造られるに至っ
ている。もともと国有林だった山林を払い下げで村有
林と集落共有林とし，斜面を切り開き，下部の畑の部
分と合わせて整備された。設置された後もスキー場の
拡張やリフト架線，Ｔバーリフト化が陳情されて，実
現されている。さらには，管理運営主体も集落のボラ
ンティアによるものから村営へと切り替えるように陳
情が繰り返されていた。結局村営化はその後のリゾー
ト開発の影響もあり実現に至らなかったものの，ス
キー場の夏場の草刈りは集落で人足普請を出し，オン
シーズンのＴバーリフトの管理運営，ポール立て，圧
雪（踏み固め）は集落の人のボランティアによって行
われていた。いわば集落のための利用であり，そのた
めの共同的な所有，管理，利用の仕組みであった。
　自前のスキー場として作られた西吾妻スキー場で
は，集落主催のスキー大会が毎年開かれる一方で，そ
こでのスポーツとしての競技性に関しては低いもので
あった。当時20代で，西吾妻スキー場で子ども達と一
緒に滑っていたというＡ氏は，「スキー『場』なんて言
えるほどものでもないし，『指導』と言えるほどのも
のでもなかった」と述べる。用具も親のお手製のもの
が多く，誰も指導者資格などは持っておらず，教科書
的な本を読んで滑りながら相互に教え合っていたとい
う。周りにいる青年層は「スキーを教えてくれるお兄
ちゃん」という存在で，専門的な技術指導はその時々
の学校の先生（部活動）が得意かどうか，その力量次
第だったという。集落のスキー大会に関しても，村民
総出のお祭りであって，草大会であり，優勝しても賞
状程度がもらえるだけであった。より大きな大会への
参加資格が得られるようなものではなく，より高い競
技力のレベルを目指すには学校の部活動に入る必要が
あったという。
　また，一部の人がより急斜面を滑りたいと，スキー
場のさらに上部の国有林を切り開いて滑ったが，結
局，営林署から指導を受けて植樹し直させられたとい
う事が笑い草になっており，競技性を追求する人が笑
いものにされるというのが当時の早稲沢集落における

スキーの状況であった。
　当時の早稲沢集落でのスキーは，公式なスキー連盟
のスキー教程などに基づく正統な技術を伴ったもので
はなく，地域的な遊びの延長としてのローカルスポー
ツであったと考えられる。
　それでも，集落のスキー場はその整備，管理，利用
に関して区会での議題の一つとして取り扱われてお
り，集落として何度も村に整備を依頼するなど集落の
共同性の次元で取り扱われる共通の関心事として存在
していた。家にこもっているよりは外で友達と一緒に
遊ぶ方が良いという考えの下，集落共有の遊び場とし
てまなざされてきたのである。

Ⅵ　リゾート開発による地域生活の変化

　会津フレッシュリゾート構想により，周辺に大規模
スキー場が造られてくると，自前のスキー場の利用及
び，地域生活にも変化が現れる。
　1986年に猫魔スキー場が開業するころには，自前の
スキー場は競技的な「面白味」を無くし，自然と使わ
れなくなっていったという。新しい大規模スキー場に
は，長い斜面と大掛かりなリフトが整備されてあり，
贅沢を凝らしたホテルも相次ぎ開業し，リゾート地お
よび，そこでのレジャーとしての様相を呈してくる。
そうした中で集落のお手製で維持管理にも手間のかか
る西吾妻スキー場は，誰も見向きしなくなり放棄され
ることになった。その後は，スキー場下部の従来から
畑として利用されていた部分のみが変わらず農業利用
されているだけである。
　大規模スキー場開発は，スキーの競技的な「高度
化」ももたらした。かつて集落の子どもの遊びの延長
線上にあったようなスキーが，その時期を境に派手な
ウェアを着て最新のスキー用具を用い，颯爽と滑るこ
とを目指していくスタイルへと変わっていった。ロー
カルな地域社会の中で営まれてきた青少年教育の手段
としてのスポーツであった西吾妻スキー場でのスキー
は，都市的な消費（観光業）の対象として，レジャー
スポーツへと変貌したのである。
　一方で地域生活としては，スキーリゾート開発に
よって多くの人がスキーリゾート関連の仕事を得るこ
とにつながり，冬季に出稼ぎに出るつらさからは解放
された。一部の人は，指導員資格を取得し，スキー指
導を生業の一部にするようになった。
　現在，早稲沢集落で民宿と兼業農家を営むＡ氏は，
猫魔スキー場のパトロールの仕事をしていた時に，支
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配人から声を掛けられスキーの指導員資格を取るよう
になったという。Ａ氏に加え，Ａ氏の妻Ｂ氏，Ａ氏の
兄弟で集落内に住むＣ氏，Ａ氏の遠戚であるＤ氏も指
導員資格を有しており，Ａ氏はかつてスキー学校の
校長も務めていた。また，Ｄ氏は現在スキー学校の校
長である。さらに，Ａ氏とその妻Ｂ氏の出会いは，ス
キー合宿で一緒になるうちに仲良くなったというス
キーをきっかけにしたものである。当時は村の後継ぎ
不足問題対策としてスキーなどを通したお見合いイベ
ントも開かれていた。
　親族関係を中心とした口利きで生業の一部としての
スキー指導員の仕事が広まっており，スポーツを通し
た稼業は，集落の家々の社会関係の中で広まっていっ
た。またそうしたスポーツ開発の成果は，結果的に後
継ぎの確保にも少なからず寄与してきた。
　リゾート開発が進められた当時は民宿業の冬季だけ
の稼ぎで一年分暮らせたというスキー全盛期時代であ
り，どんづまりの山村集落に多くの人が訪れ交流も盛
んであった。
　しかし，バブルが弾けるとリゾート開発の勢いも急
激に衰退し，スキー客は従来の２泊３日の民宿泊まり
から，日帰り，素泊まりや車中泊とコンビニ利用の形
式が中心になりスキーリゾートを取り巻く地域で消費
されるお金も少なくなっていった。過剰な投資を行っ
ていたリゾート会社は経営不振に陥り，次々に買収や
事業譲渡を繰り返していった。経営者が変わるとその
たびに経営合理化がなされ，期間雇用の若者を比較的
安い賃金で積極的に公募し，従来からの地元の人間を
雇わなくなっていったという10）。例えば近年では，当
初第三セクター方式で建てられ運営されてきた裏磐梯
猫魔ホテルも経営不振が続いた結果，2000年ごろか
ら株式会社コーシンクリエイト，株式会社リベレス
テ，株式会社星野リゾート，株式会社ベルーナ，さら
にその子会社の株式会社グランベルホテルへと所有者
や運営主体が目まぐるしく変わる状況になった。その
過程で地元とのつながりは希薄化していったという。
また，スキー場設備も変更され，初心者用コース・リ
フトが削減されていくようになった11）。スキー場経営
者としては，より魅力的なスキー場へ向けた，競技的
な「面白味」のある部分への「選択と集中」による合
理的な経営手法である一方，地元のスキー指導者達に
とっては，彼らの稼業の中心的な対象者である初心者
や子どもへの教育の場の縮減や相対的なサービス提供
環境の劣化として捉えられている。Ａ氏によれば，近
年ではスキーをする若年層が相対的に減り，当地では

スキーの指導者資格を取得する年齢層も高齢化してお
り，60歳以上の割合が高くなっているという。
　スポーツリゾートの衰退が著しくなった平成６年ご
ろからは区会議事録においても変化が見られる。毎年
詳細が書かれていた事業報告の内容が記載されなくな
り，毎年同じ内容での「承認」だけの記述に簡素化し
ている。全体的な議事録としての記述量が減るととも
に形式的な記述方法が増えている。例えば，集落の普
請に関する記述は「役員一任」になり，その後「行わ
ない」へ。従来は「不可」だった役員の再選は「可」
へ変わり，家の代表者や青年団の年齢規定は延長され
ている。地域での祭りの期間は短縮され，その後「集
落としては不参加」に変わっている。高齢者の区会抜
け（休村・別荘扱い）の規定も整備されている。そし
て，従来記述されていた議論の経緯や，集落としての
共通理解や意図の記述が省略され，決定事項など事実
のみを記述するようになっている。
　このような区会議事録の変化からは，集落構成員の
減少と高齢化，共同的な活動の減少およびその重要性
の低下が推測される。背景には，集落の生活場面での
区会活動の必要性の低下が考えられる。特に水路の共
同管理を必要とする田から，各自の管理で済む畑への
移行12），住民の高齢化，そしてリゾート開発に伴って
整備された道路交通網が可能にした村外への通勤化の
影響が大きいと考えられる。スキー場の低迷以降に再
び農業中心の経営に戻す人はおらず，むしろスキーリ
ゾート開発とその衰退という過程は農外就労を増や
し，地域での共同の必要性を低下させた。
　結果的に，集落での活動の必要最低限の活動は主に
組単位に移行して対応されるようになり，集落単位で
は婦人会からの生活拡充に関する要望がしばしば議事
録に登場するようになっている。祭事などの行事は継
続しているが，分業が進み一般住民参加者の労力や参
加時間が省力化している。

Ⅶ　集落が再度スポーツへ向けるまなざし

　国家的な政策であった会津地方のスキーリゾート開
発は，確かに地域社会に社会経済的効果をもたらした
一方で，地方財政に残る負債や消費経済への依存な
ど，時間軸を入れれば正負の両面で多大な影響があっ
たと言える。早稲沢集落においても生活構造が大きく
変化した。地域の雇用維持策の一つとして行政からの
スキー場経営に対する補助などもあり，スキー場は，
入込数の低迷がありながら現在でも様々な工夫を凝ら
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した営業を続けている。しかし，周辺集落としてはス
キー客相手の生業が好転するとは現状では見込めてい
ない。そうした中，早稲沢集落は再びスポーツに画期
を見出していく。
　1997年，当時の村長は大学教員などと相談の上，早
稲沢集落内に総額１億７千万円を掛け陸上競技場（当
時２コース）を建設する13）。村長自ら合宿誘致のトッ
プセールスを行うなど，村を挙げての肝いりの事業で
あった。さらに，水はけや芝生の問題があったこと
から2014年には７千万円の補助金を使い４コースへと
拡張している。また現在では村内への合宿に対する村
の補助金も設定しスポーツ合宿を積極的に誘致してい
る。
　かつて1970年代に自前の西吾妻スキー場を開発した
時，早稲沢集落にとってその自前のスキー場でのス
ポーツは，地域固有の遊び且つ教育手段であり，その
社会的な「場」であった。しかし，その後スポーツリ
ゾート開発によってスキーというスポーツの実践形態
の変化および意味的変質が始まり，競技的な高度化と
観光消費化が進む中，早稲沢集落の人々は積極的にそ
の状況を集落の生業（観光業）の一部として取り込ん
でいった。
　そして，スキーを中心とした観光業が衰退著しい昨
今では，夏場の集客事業の柱として陸上競技場を整備
し合宿を呼び込んでいる（早稲沢集落での年間延べ陸
上合宿宿泊人数は約５千人）。再び観光業（生業）に
おける集客の手段としてスポーツが用いられているの
である。
　民宿には，各陸上競技部のユニフォームやゼッケ
ン，選手らの写真，寄せ書きの色紙などが所狭しに並
び，サービス提供者としての宿主とそのサービス消費
者の客といった経済的儀礼的な関係を超えて，プライ
ベートな関係にも発展している14）。また，団体人数が
多い時には，近隣の民宿に分けて宿泊を差配する仕組
みを取っており，全盛期には集落の民宿全体での食事
の共同配膳の仕組みが構築されていた経緯もある。
　すなわち，スポーツを通じて集落としての生業（観
光業）を成り立たせるというスポーツへのまなざしは
リゾート開発時から続いており，今日では陸上競技
を中心とした合宿も呼び込むようになっているのであ
る。それを可能にしたのは，集落での共同的な生活に
基づいた生業のあり方（民宿経営の集落）と，集落
の総意としての公共性の次元でスポーツを活用する戦
略的な見方が共有されていたことが大きく影響してい
る。

表３

（民宿Aの記録より作成）15）

Ⅷ　おわりに

　本事例で見てきたのは，スポーツによる地域開発を
集落の生活実践へ組み込んでいく過程であった。それ
は，外部からのスポーツ開発が地域に与えた光と影を
描こうと「効果」のみにフォーカスしては捉えきれな
い。そこには住民が自ら積極的にスポーツを地域的に
意味づける過程があったと言えるのではないだろう
か。
　西吾妻スキー場でのローカルなスポーツは集落の共
同的な生活の社会的文脈の中で実践されていた。その
スポーツの営為は，一度リゾート開発によって地域社
会の生活戦略としての文脈から脱色され，画一的で普
遍的なスポーツ種目の一つとして大衆化と高度化を経
た。しかし，陸上競技場の開発に見るように，早稲沢
集落では再びスポーツを地域の社会的文脈へ埋め戻す
実践へとつながっていった。
　当事例地において住民たちは，外発的なリゾート開
発を積極的に受け入れ，むしろ地域社会の論理に適合
させてしたたかに活用していった。その基盤となって
いたのは，集落の生活組織としての自治会（区会）で
あった。高齢化や農外就労が進み集落の共同の契機は
如実に減りつつあるが，一方でスポーツに向ける視
線や戦略的な考え方に関しては，共同的な統一性を保
持し続ける生活条件を有していたと考えられる。その
ため，政治的な働きかけを通じて，自らの集落内に村
のスポーツ開発事業を誘致することが可能となってい
た。
　これまで，地域的な体育・スポーツ活動に対応する
住民組織に関する研究の中では，生活条件の変容に対
応して，生活組織化を繰り返すという事例が報告され
てきた（伊藤・松村2009a，2009b）。体育やスポーツ
活動が対象としてまなざされるのは，生活拡充集団と
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してのスポーツが共時的に人々の参集する社会空間を
作りやすく，その場を非日常的な競技空間に特化する
ことで日常の利害関係の現れにくい余暇的な集団とし
ての特性を備えていたからだと考えられる。
　特に当事例地のように，身近な自然環境との関わり
の中で，主に青少年教育の意味合いでスポーツを行っ
てきた地域では，こうした体育・スポーツの特性は住
民に積極的に活用されていた。その際，競技的な高度
化へ向かい，他者より優れた技能の習得により卓越化
を目指し競争的な関係を築くのではなく，むしろ初心
者を指導できる教育力や技能レベルの多様さに対して
寛容な地域的な集合性にこそ意味があったのではない
だろうか。
　松村・前田（1989）の研究では，スポーツの活動を
通して副次的に集落の課題に対応しようとしてスポー
ツ集団が組織化されながらも，次第に（近代スポーツ
の特性である）競技性を追求し，卓越化を目指すが故
に序列が強調され，地域での不協和音を生んだ結果解
散に至り，時を経ても依然として解消されない地域課
題へ対応するために再び必要に応じて別な形態での再
結成（顕在化）を繰り返すというスポーツ集団の存在
が描かれていた。
　本事例でも，競技の高度化はスポーツの実施形態そ
のものは地域の色を脱色し普遍的なものにしていった
が，集落の運営に深く関与するものとしてのスポーツ
に対する共通の捉え方，すなわち集合的な生業（観光
業）としてスポーツを活用していく戦略が見られた。
そして，スポーツを活用した観光開発が集落単位での
共同的な次元から村単位での公共政策の次元にまでボ
トムアップで展開していった。
　集落の親密圏における公共性が，村単位での行政的
な公共性，およびスポーツ政策的な大文字の公共性と
も重なりながら，集落の主導性を色濃く反映させる形
で貫いていった。いわば「下からの」地域共同性に基
づいた公共性が，地域スポーツ政策を通して発露した
と言えるのではないだろうか。その過程は，ある意味
で民主主義的な制度を盾にリゾート開発によって消費
経済の浸透が進んだ地域社会を地域住民組織が再我有
化する営為とも言えよう。

注

１） 例えば，スポーツの公共性を基に，他の公共的な
事業を展開する動きも見られる。2016年４月から
始まった電力小売自由化にＪリーグチームを始
め，複数のプロスポーツチームが参画している。

Ｊリーグはかねてより地域密着戦略を採ってきた
が，今日では「サッカー」の持つ「公共性」を根
拠に社会インフラを一部担うまでになってきてい
る。一方で，地方自治体からプロスポーツチーム
への支出を巡って「公共性」がせめぎあう事例も
散見されている。

２） 例えば，2015年のつくば市における総合運動公
園建設計画（予算総額305億円）は，市議会で
の否決を受けて住民投票が行われた結果（反対
80.8％）を受け，市長が計画を白紙撤回した。こ
のように公共施設としてのスポーツ施設において
も，その公共性の程度には市民の生活感覚に照ら
し合わせて，一定程度の適正度が求められると言
えよう。

３） 普遍的な住民というものを画定しえないという限
界も存在するが，この課題に関しては別稿を期し
たい。端的には，地域，住民，市民といった言葉
が依然として抽象度の高い概念であるという問題
がある。本稿では，集落自治会という住民組織を
念頭に地域を措定している。

４） 例えば（原口2008，山本2010，鬼丸2012，山崎
2013）を参照。

５） 荒川（2002）は住民参加のまちづくりが近年隆盛
する中で，一部の積極的な市民だけを選びその活
動を社会政策の中に位置づけることで，結果的に
住民の動員や，形式的，抽象的な「市民」の評価
につながっていく危険性を指摘している。予定調
和的な形式だけの「住民参加」に陥ってしまう例
が少なくない中，日常生活に規定された関係性こ
そが「自己決定」の要点となると指摘している。

６） それは，外在的な社会経済要因によって構造的に
社会空間が作られたとしても，その空間を自らの
生活実践によって再度意味づけしなおす営為に着
目する視点である。 

７） 松村（1997）は当時の早稲沢でのフィールドワー
クにおいて，身の丈に合った開発を勝ち取った住
民の「身体性」や「気風」，「暮らしぶり」に自前
主義による開発と環境保全の展開を見ている。

　　 　また，本研究の出発点は氏と合同調査をした
ことに始まっている。氏の著作としては松村

（2016）を参照。氏は同じく福島県会津地方のス
キー場開発を経た別の地域（南会津地方）での事
例地と対照的に比較検討している。本論文での事
例地は村の意思決定が早く，開発に積極的であっ
たことがわかる。
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８） 高齢化と若年層の通勤化などを背景に，区会自体
が形骸化し，議事録も簡素化されるようになる平
成６年度以前に関しては，一年に一度以上必ず陳
情を行っている記録がある。内容は年度によって
多岐にわたるが，道路，水路，堰の整備に関する
こと，児童館（集落内に設置できない場合は通園
の補助），集落改善センター（集会所），集落内役
場出張所，村設体育館とグラウンド，テニスコー
トの整備，消防設備（ポンプ車）の整備，山林の
払い下げ，集落スキー場の整備（Ｔバーリフト，
村営化なども），早稲沢集落からスキー場へのア
クセス道路の整備，バス路線設置，小中学校の統
廃合（その後，小学校跡地利用の小ホール），通
学用マイクロバスの整備，街灯の増設，公衆電話
の設置などについてである。

９） 北塩原村の人口3,185人中，早稲沢集落は180人
（いずれも2010年国勢調査）という人口割合にも
かかわらず，村議会では４分の１を占めている。
選挙では親戚関係（一部は隣接地区の親戚も含
む）を中心に集票をして，当選をさせているので
ある。結果的には民主主義的な制度に則った形
で，早稲沢集落の生活課題への対応を村政に反映
させる政治的影響力を有している。

10） スキー場やホテルの開設当初は，村の出資比率も
比較的高く，村政として地元雇用へとつなげるよ
うな意図もあったことから，多くの地元住民がス
キー関連の仕事に就くように斡旋があった。しか
し，経営不振で所有者や運営者が変わるようにな
ると村の影響力は相対的に減り，地元雇用などの
地域経済への貢献よりも経済的合理性が優先され
るようになっていった。

11） 削減したリフト設備は，その後北海道にある系列
グループのスキー場へ移転し活用されることに
なった。

12） 早稲沢集落は，山間地であり米の出来が悪く，減
反政策時に一斉に畑作へと切り替えた経緯があ
る。それまでの稲作は「買った米のうまかったこ
と」というほどで，寒冷地故の苦労の多い状況が
あった。反対に転作後の畑作では，その特徴を高
原抑制栽培として，付加価値を付けての販売をし
ている。

13） 当初はラグビー場の予定であったが，陸上競技場
の方が一つの施設で同時に複数の団体の合宿を呼
びこめるという点でメリットがあったという。こ
の陸上競技場に加え，檜原湖を一周する約32㎞の

ルートは長距離競技の練習に適していた。また，
山道を走るクロスカントリーコースも整備されて
いるほか，施設内には低酸素室トレーニングルー
ム，シャワー，更衣室も整備されている。誘客に
際しては，標高850ｍであることから高地トレー
ニングも可能だとしている。

14） 例えば，合宿に来ていた団体の駅伝チームを応援
しにいくツアーを集落で組んだり，宿泊客と個人
的に野外活動を楽しんだりしており，結果として
リピーターが多いのも特徴である。またスポーツ
合宿では毎年継続的に定宿として利用されるため
に，特有の濃い関係が築かれている。

15） 民宿ごとに常連団体があるため，集落での受け入
れの一部である。
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